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6月から敦賀市の健康診査・がん検診が始まります。

　　病気の多くは、自覚症状がないうちに進行していることがあります。
　　早期に気付くためには、定期的な健診・がん検診を受けることが大切です。
　　敦賀市では、皆さんの健康を守るため、各種けんしんを実施しています。元気な今こそ、健診、がん検診を
　受けましょう！

定期的な「けんしん」受診で健康管理を！

6月 1日㈪ ~12月 30日㈬
※ただし、「健康センターはぴふる」での大腸がん検診の容器の配布・回収は令和 9年 2月 26 日㈮まで、
　指定医療機関での子宮頸がん・乳がん検診は令和 9年 2月 27 日㈯まで実施。

実施期間

実施場所 指定医療機関、集団けんしん会場
種　類 対　象 自己負担金

フレッシュ健診
19～39歳

（職場などで受診機会がない方）
800円

特定健診
40～69歳（国保加入者） 1,300円
70～74歳（国保加入者） 500円

後期高齢者健診 後期高齢者医療制度加入者 無料

一般健診 生活保護受給者 無料

子宮頸がん検診（子宮頸部の細胞診） 20歳以上の女性 1,000円

乳がん検診（マンモグラフィ）
40歳以上の女性

（前年度受診していない方）
1,000円

大腸がん検診（便潜血反応検査） 40歳以上 500円

 肺がん・結核検診（胸部レントゲン） 40歳以上 500円

胃がん検診
胃透視 50歳以上 1,000円

胃内視鏡 50歳以上 2,000円

肝炎ウイルス検診（血液検査）
40歳以上

（過去に受けた事がない方）

700円
（40・45・50・55・60・65歳は無料）

歯ッピー検診

（むし歯、歯周病などのチェック）
18歳以上 無料

● 70 歳以上の方はがん検診が無料
● 40 歳の方は大腸がん検診が無料！
　 希望者には容器を送付します。
　 詳しくは受診券に同封の案内文をご覧ください。
●非課税世帯・生活保護受給者の方は、健康推進課
　への事前申請＜6月 10 日㈬以降＞により無料。
　【持ち物：本人確認書類・受診券（非課税世帯の方のみ）】

集団けんしんは、完全予約制です！！
Web予約受付中！   【すべての日程】
電話予約受付は、6月 1日㈪から開始します。【6・7月日程】
※予約締切は、けんしん日の 4日前までとなります。
詳しくは、市HPまたは 5月下旬に送付される受診券の案内をご覧ください。

問い合わせ先　健康推進課（健康センターはぴふる）　☎２５－５３１１

無料

集団けんしんWeb予約

※令和 9年度からがん検診の受診券送付者、受診間隔、検診内容などが変わる可能性が
　あります。情報は随時更新しますので、二次元コードから確認ください。

　大腸がんは、早期発見・早期治療で 9割以上
の方が治ると言われています。
　大腸がん検診は、自宅で便を採るだけの簡単
な検査なので、受診を強くお勧めしています！

令和 9年度からの
変更予定について

第 5次つるが男女共同参画プランを策定しました

問い合わせ先　市民協働課　☎２３－５４１１

プランの詳細はこちら▶

～ 6月は「男女共同参画月間」～

　すべての人の人権が尊重され、性別に関わりなく誰もが自分らしく生きていけるまちづくりを通じて、一人ひと
りが主体的に男女共同参画を実現していくことをめざし、第 5次つるが男女共同参画プランを策定しました。
　計画の期間は、令和 8年度から令和 12 年度までです。

●働く場や地域での女性参画・女性活躍は少しずつ進んでいますが、女性管理職の登用や話し合いの場ではまだ十分
ではありません。家事や子育てなどの負担が女性に偏っていることや、性別による思い込みが壁となっており、誰も
が力を発揮できる環境づくりが求められています。

●ＤＶやハラスメントなどの被害が今も見られ、被害を相談することに抵抗を感じている人もいます。性別による
違いに配慮した支援や、誰もが安心して健康に暮らせる体制づくりが課題となっています。

●性別による思い込みや無意識の偏りは今も身近にあります。また、性の多様性について「よくわからない」と感
じる人も多く、正しい理解を深め、互いを尊重する意識づくりが求められています。

『すべての人が 性別に関わりなく 自分らしく輝くまち 敦賀』

基本目標 1

男 女 と も に
あらゆる分野で
活 躍 で き る
基 盤 づ く り

基本目標 2

男 女 がとも に
支え合い、安心・
安全に暮らせる
環 境 づ く り

基本目標 3

多 様 性 を 尊 重
す る 社 会 へ の
意 識 づ く り

　　　　①政策決定・推進の場における女性参画の拡大
　　　　　②働く場における性別によらない能力発揮と女性活躍の推進
　　　　　③仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現
　　　　　④地域における男女共同参画の推進
　あらゆる分野において男女がともに参画することは、すべての人がその個性と能力を発揮
し、いきいきと暮らすことができる社会の実現のために必要不可欠です。
　市の政策決定の場や職場、地域活動などにおいて、女性や若者の参画の拡大を図るととも
に、ワーク・ライフ・バランスを推進し、働く場での女性活躍や家事・子育て・介護などを
男女がともに担う社会の実現をめざします。

基本

課題

　　　　　①ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶と被害者支援の充実
　　　　　②ライフステージに応じた健康支援
　　　　　③困難な問題を抱える人に対する支援

　誰もが安心・安全に暮らせるよう、DVやハラスメント、性暴力などを許さない社会づく
りを進めるとともに、暴力が生じた場合でも被害を最小限に食い止めることができるよう、
支援体制の整備を推進します。
　また、妊娠・出産や性差に応じた心身の健康に関する支援、生活に困難を抱える人への支
援を行い、すべての人が安心して暮らせる環境づくりを進めます。

基本

課題

　　　　　①男女共同参画意識の醸成
　　　　　②男女共同参画社会の推進体制強化

　男女共同参画社会の実現には、今もなお根強く残っている「男性は仕事、女性は家庭」と
いった性別による固定的な役割分担の考え方や、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイ
アス）に気づき、解消を図ることが重要であり、その取り組みを推進します。
　また、性的指向や性自認などの多様な性のあり方への理解を深め、多様な個性が尊重され、
誰もが自分らしく生きていける社会の実現をめざします。

基本

課題

敦賀市の現状・課題

基本理念

●ＤＶやハラスメントなどの被害が今も見られ、被害を相談することに抵抗を感じている人もいます。性別による
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